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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第49期

第１四半期連結
累計期間

第50期
第１四半期連結
累計期間

第49期

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成25年
３月31日

売上高（千円） 23,140,86824,587,88393,926,056

経常利益（千円） 2,190,0532,263,1108,470,257

四半期（当期）純利益（千円） 1,275,5341,233,5605,129,717

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
1,254,0541,332,8765,147,713

純資産額（千円） 46,371,04650,055,34448,810,045

総資産額（千円） 89,599,269103,678,394102,921,138

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
31.56 30.95 128.14

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 30.93 128.08

自己資本比率（％） 51.8 48.2 47.4

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

          ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当社は第47期より従業員株式所有制度を導入しております。（以下、従持信託といいます。）これに伴い、

　１株当たり四半期（当期）純利益の算定に用いられた、第49期連結会計年度及び第50期第１四半期連結累計期

間の普通株式の期中平均株式数には、従持信託が所有する自己株式を含めております。　

４．第49期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株

　式が存在しないため記載しておりません。　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が判断

したものであります。　

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産の増加基調が続いており、景気は緩やかな持ち直しの動き

を維持しております。

　医薬品業界におきましては、平成25年６月に厚生労働省から、新たなビジョンである「医薬品産業ビジョン2013」

が発表されました。前回のビジョンから６年近く経過したこの新ビジョンの中でも、今後の医薬品産業政策の方向

性の一つとして、限られた医療費財源の有効活用を図るため、ロードマップに基づいて後発医薬品のさらなる使用

促進を図ることが示されております。また同時に、後発医薬品メーカーの将来像として、①安定供給、品質への信頼

性の確保、情報提供といった課題に、なお一層徹底的に取組むこと、②先発医薬品特許失効の中心は、今後、低分子医

薬品からバイオ医薬品へと移りつつあり、バイオシミラー開発への参入のような新分野への進出が必要であるこ

と、③海外市場への進出は避けて通れない道であり、わが国の高品質の製品を海外に供給することや、原薬から製剤

まで一貫したバリューチェーンを有することが必要であること、などが示唆されております。

　当社は、バイオシミラーの開発、東南アジアにおける当社高品質医薬品の供給、当社関連会社であるアクティブ

ファーマ株式会社における原薬生産の取組み増加など、求められるべき後発医薬品メーカーとしての道を進みつつ

あるところです。

　また、平成25年６月の追補収載品では、日本初のオートジェネリックである『フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg

「SANIK」、同60mg「SANIK」』（製造販売元：日医工サノフィ株式会社）の販売を開始しております。同製剤は、先

発製剤と原薬、添加物、製造方法が同一の製剤で、日本においてサノフィグループから特許等の許諾を受けた唯一の

製剤であり、当社が独占的に販売しているものです。

　なお、新たに竣工しました富山第一工場の製造棟「Pyramid棟」、および愛知工場の凍結乾燥注射製剤ラインは、共

に予定どおり平成25年４月から稼動しておりますほか、平成25年５月に新富山本社の建設を決定したことに伴いま

して、現富山本社ビルの減損損失３億10百万円を特別損失として計上しております。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が245億87百万円（前年同期比6.3％増）、営業利益が22

億13百万円（前年同期比4.9％増）、経常利益が22億63百万円（前年同期比3.3％増）、当期純利益は12億33百万円

（前年同期比3.3％減）となりました。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について

　当社は、平成23年２月25日開催の当社第46期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保

・向上させるための取組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、当社の株式の大規模買付行

為に関する対応策（以下「原プラン」といいます。）を導入することにつき、出席株主の議決権の過半数の賛同を得

て可決され、当該定時株主総会の日をもって効力が発生しております。

　その後引き続き、当社は、金融商品取引法及び関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関

する議論の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益をより一層確保・向上させるための取組みとし

て、原プランの内容について更なる検討を進めてまいりました。

　かかる検討の結果として、当社は、平成25年５月14日開催の当社取締役会において、原プランに替えて以下の内容の

当社の株式の大規模買付行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の導入を決定いたしました。本プラ

ンは平成25年６月21日開催の当社第49期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において出席株主の

皆様の議決権の過半数のご賛同を得て可決され、当該株主総会の日をもって、効力が発生しております。

　現在、当社株式の大規模買付行為に関する打診及び申入れ等は一切ありません。また、当社の大株主の状況につきま

しては、別紙１に記載しております。

Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は上場会社であるため、当社の株式等は、株主・投資家の皆様によって自由に取引できるものであります。従い
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まして、当社の株式等に対する大規模な買付行為につきましても、当社としては、原則としてこれを否定するものでは

ありません。

　大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますの

で、最終的には個々の株主の皆様の自由な意思によってなされるべきであると考えます。

　しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、買収内容を判断する為に必要な合理的な情報・期間や、企業買収

の対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として一方的に株券等の大規模買

付けを強行するといった動きが顕在化しつつあります。

　もとより、当社は、このような敵対的な株券等の大規模買付けであっても、その具体的な条件・方法等によっては、必

ずしも当社の企業価値ひいては株主共同利益を著しく損なうとは限らないと考えておりますので、かかる買付け全て

を一律的に否定するものではありません。

　しかし、一方的な株券等の大規模買付けの中には、株主の皆様に対して当該大規模買付けに関する十分な情報が提供

されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当該大規模買付けの条件・方法

等の検討等を行ったり、当社取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間が確保されないものや、その他真摯

に合理的な経営を行う意思が認められないものなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう株券等

の大規模買付けもないとはいえません。

　当社といたしましては、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉及

び当社のステークホルダーとの信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主共同利益を中長期的に

確保・向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。

　従いまして、上記のような企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模買付提案

又は、これに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えま

す。

Ⅱ. 基本方針の実現に資する取組み

　当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが、株主共同利益の向上のために最優先されるべき

課題であると考え、下記1の第６次中期経営計画「Pyramid」による企業価値向上への取組み、下記2のコーポレート・

ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みをはじめとした様々

な株主共同利益を向上させるための取組みを行ってまいりました。

　これらの取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させて

いくことになり、ひいては当社の企業価値、株主共同利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為が困難にな

るとともに、今般決定いたしました上記Ⅰの会社の支配に関する基本方針にも資するものであると考えております。

１．第６次中期経営計画「Pyramid」による企業価値向上への取組み

　当社は、昭和40年の創業以来、健康生活を願う人々の期待に応えるため経済性に優れた品質の高い医療用医薬品の

製造販売を続けてまいりました。当社の主力事業はジェネリック医薬品ですが、独自開発した新薬の拮抗性鎮痛剤

「セダペイン注15」や海外から導入したテオフィリン徐放性製剤「ユニコン錠」などの新薬も販売しており、新薬

開発の経験を活用したジェネリック医薬品の開発を重ねる中、全国約13万2,000軒の医療機関等で当社製品を採用

していただいております。

　また、ジェネリック医薬品メーカーとしては初めて昭和55年に名古屋証券取引所第二部、昭和56年には大阪証券取

引所第二部に株式上場を行い、平成18年11月にはそれぞれ第一部に指定され、平成22年12月には東京証券取引所第

一部に株式上場いたしております。

　近年、わが国におきましては社会保障費の対策が急務とされており、そのひとつの対策として低コストのジェネ

リック医薬品の普及が推進されており、平成20年４月にはジェネリック医薬品の使用促進策である処方せん様式の

再変更や診療報酬改定が実施され、調剤薬局を中心としたジェネリック医薬品の市場が拡大しております。また、病

院市場においてもDPC（急性期入院の包括制）制度の導入が進められ、入院医療における薬剤選択において注射剤

を中心に低コストのジェネリック医薬品市場が拡大してきております。

　平成19年６月厚生労働省より「平成24年までにジェネリック医薬品の数量シェアを30%（旧指標）以上にする」

という目標が発表され後発医薬品の普及が図られておりました。需要拡大の環境の中、厚生労働省は平成19年10月

15日に、新たにジェネリック医薬品メーカーによる安定供給、品質確保、情報提供等に関する「後発医薬品の安心使

用促進アクションプログラム」を発表し、信頼性を確保した上でのジェネリック医薬品の使用促進策を明示してい

ます。

　その後、平成25年４月５日厚生労働省より「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」が発表され、

「後発医薬品の数量シェアの新たな目標については、平成30年３月末までに60％以上（新指標）とする。」ことが

決定し、ジェネリック医薬品の需要拡大は今後も継続していくものと考えられます。

　こうした市場環境の変化にすばやく対応すべく、平成24年３月に第６次中期経営計画「Pyramid」(以下「本中期

経営計画」といいます。）（平成24年４月から平成28年３月までの４事業年度）を策定し、最終年度には売上高

1,300億円、営業利益143億円を達成し、「ジェネリックメーカー世界TOP10」に入ることを実現するため、組織力を

引き上げて企業基盤を固めながら、次に掲げる４つの戦略を実行しております。

①　ブランド戦略

　世界のお客様に、他社では得難い日医工独自の製品・サービスを提供し続け、お客様に満足を感じて頂き、ジェ
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ネリックメーカーとしてなくてはならない存在となる。

②　ユーザー戦略

　お客様の要望を製品・サービスに変えて提供するとともに、お客様の要望を吸収し、製品・サービスの向上に繋

げる。

③　差別化戦略

　全社員がお客様への日医工の価値とは何かを追求し、今後の競争の原動力として強化する。

④　コスト戦略

　利益を創造し続けるため、コスト管理手法を磨くことに挑戦する。

　当社経営陣は、中長期的な視点に立ち、ジェネリック医薬品メーカーのプロフェッショナルとしてこれらの課題に

スピーディに対応し、本中期経営計画を達成していくことによって、当社グルーフ゜の企業価値ひいては株主共同

利益をさらに拡大できるよう最善の努力を尽くしてまいる所存です。

　２．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方とそれに基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取

組み

　以上の取組みに加え、当社は、上記Ⅰの基本方針の実現に資する取り組みとして当社グループのコーポレート・ガ

バナンス体制の構築を進めております。

　当社は、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、的確な意思決定と迅速な業務執行を行っていく

ことが、コーポレート・ガバナンスの基本であり、その充実・強化が経営上の重要課題であると認識しています。

　当社グループは「我々は、我々のジェネリック医薬品が世界の患者・薬剤師・医師・卸売業者・製薬企業に必要

とされ、提供し続ける為に自ら存続する努力を行い、ジェネリックメーカーとして世界で卓越する。」をミッション

・ステートメントとし、経営の自律性を高め、長期的・持続的に株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーと

の適切な関係を維持し、説明責任をきっちりと果たしていくことが、当社グループの企業価値ひいては株主共同利

益の向上に資するものと考えております。

　具体的な取組みといたしましては、株主に対する取締役の責任を明確化するため、その任期を１年としています。

また、執行役員制度を導入し、取締役の経営意思決定・監督責任との役割を分離するとともに、社外取締役１名を選

任し、さらに監査役におきましても４名中３名を独立した社外監査役とし、客観性及び透明性の高い、公正な経営監

視体制の確立に努めてきています。さらに、当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務執行が法令及

び定款に適合する為の体制、その他株式会社の業務の適正を確保する為に必要なものとして法務省令で定める体制

である内部統制システムについて内部統制委員会を設置し整備しております。

　今後とも、法令遵守を基本とした上で、社会の要求や各種リスクを的確に把握し、経営効率を高め、競争力を強化

し、市場動向に果敢に挑戦できるための最適な意思決定の仕組みについて絶えず見直しを図り、迅速に対応してい

くことが当社グループにとって最良のコーポレート・ガバナンス確立の道であると認識し取り組んでまいります。

　ジェネリック医薬品市場を取巻く環境が大きく変化する中、「我々は、我々のジェネリック医薬品が世界の患者・

薬剤師・医師・卸売業者・製薬企業に必要とされ、提供し続けるために自ら存続する努力を行い、ジェネリック

メーカーとして世界で卓越する。」というミッション・ステートメントのもと、今後とも、国民の皆様に経済性に優

れ品質の高い医療用医薬品を提供し、企業価値ひいては株主共同利益の向上に努めていくことによって、ジェネ

リック医薬品メーカーとしての社会的責任を果たしていきたいと考えております。

　Ⅲ. 本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定さ

れることを防止するための取組み）

１．本プラン導入の目的

　当社は、当社の企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させることを目的として本プランを導入いたし

ます。本プラン導入に関する当社の考え方の詳細は以下のとおりです。

　当社は、ジェネリック医薬品メーカーとして事業を行っておりますが、上記Ⅱに記載のとおり、社会の要請に的確

に対応し、更なる体質強化を目指す本中期経営計画実行の中で、上記Ⅰの基本方針に資する様々な取組みを実施し

ているところであります。

　従いまして、当社が大規模買付者から大規模買付行為（下記2.(1)(a)において定義されます。以下同様です。）の

提案を受けた場合に、株主の皆様が、これら当社事業の状況及び当社が現に実施している様々な取組みを踏まえた

当社の企業価値について、並びに具体的な買付提案の条件・方法等について十分に理解された上で、当該大規模買

付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行っていただくことが、極めて重要であると考えます。

　また、株主の皆様が大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行うためには、大規模買付者から一方

的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担い、当社事業特性及び上記の様々な取組みの内容に精通して

いる当社取締役会からの情報、並びに当該大規模買付行為に関する当社取締役会の評価・意見等が株主の皆様に対

して提供されることが必要であるとともに、株主の皆様にとってその情報を熟慮するための時間も十分確保される

ことが不可欠であると考えております。

　さらに、当社は、当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保・向上の観点から、大規模買付行為の条件・方法を

変更・改善させる必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方法について大規模買付者と交渉する

とともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのための必要時間も十分に確保されるべき

であります。
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　当社取締役会は、大規模買付者の有する大規模買付行為後の当社の経営方針等を含め当該大規模買付行為の条件

・方法等が当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保又は向上に資するものであるか否かの評価・検討等をし

た結果として、当該大規模買付行為が、当社の株券等を買い集め多数派株主として自己の利益の追求のみを目的と

した濫用的な会社運営を行うものであったり、株主の皆様に当社の株券等の売却を事実上強要し、又は、株主の皆様

を当社の真実の企業価値を反映しない廉価で当社株券等を売却せざるを得ない状況に置くような態様である等、当

社の企業価値ひいては株主共同利益を著しく損なうものであると判断される場合には、当該大規模買付行為に対し

て必要且つ相当な対抗措置を講じる必要があるものと考えます。

　以上の考えに基づき、当社取締役会は、株主の皆様が買付に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただけ

るように、取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手するとともに、その内容の評価・検討等に必要な時間を

確保し、株主の皆様へ代替案を含めた判断のために必要な時間を提供することを目的として本大規模買付行為に関

するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めることといたしました。

　また、本プランは、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と十分な評価・検討等

の期間の確保を要請したにもかかわらず、かかる要請に応じない大規模買付者に対して、又は、当社の企業価値ひい

ては株主共同利益を著しく損なう大規模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動

できることとしています。

　従いまして、本プランはこれらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、本プランの導入は、

当社が定める「会社の支配に関する基本方針」に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組みであります。

２．本プランの内容

　大規模買付ルールとは、大規模買付行為に先立ち①事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②

当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に初めて大規模買付行為を開始することを認めるというもので

す。

　なお、大規模買付ルールの概要は以下のとおりです。

（1）大規模買付ルールの設定

（a）本プランの対象となる当社株式の買付

　プランにおいては、次の①若しくは②に該当する行為又はこれらに類似する行為（但し、当社取締役会が予め

承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行い又は行お

うとする者を以下「大規模買付者」といいます。）がなされ、又はなされようとする場合には、本プランに基づ

く対抗措置が発動されることがあります。

　　　①　当社が発行者である株券等（注1）について、保有者（注2）の株券等保有割合（注3）の合計が20%以上となる

買付け

　　　②　当社が発行者である株券等（注4）について、公開買付け（注5）に係る株券等の株券等所有割合（注6）及び

その特別関係者（注7）の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

（b）「大規模買付意向表明書」の当社への事前提出

　まず、当社取締役会が予め承認した場合を除き、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役

社長に対して、本プランに定められた手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）に従う旨の誓約、その他

一定の事項について日本語で記載した「大規模買付意向表明書」を当社の定める書式で提出していただきま

す。

　　　　「大規模買付意向表明書」には、具体的には以下の事項を記載していただきます。

（ⅰ）大規模買付者の概要

①　氏名又は名称及び住所又は所在地

②　代表者の氏名

③　会社等の目的及び事業の内容

④　大株主又は大口出資者（所有株式数又は出資割合上位10名）の概要

⑤　国内連絡先

⑥　設立準拠法

（ⅱ）大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び、大規模買付意向表明書

提出日前60日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況

（ⅲ）大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要（大規模買付者が大規模買付行為により取得を予定す

る当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的の概要（支配権取得若しくは経営参加、純投

資若しくは政策投資、大規模買付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等（注8）

を行うことその他の目的がある場合には、その旨及び概要。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載

していただきます。）を含みます。）

（ⅳ）大規模買付ルールに従う旨の誓約

　なお、「大規模買付意向表明書」の提出にあたっては、商業登記簿謄本又は登記事項証明書、定款の写し

その他の大規模買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。

（c）「大規模買付情報」の提供
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　上記（b）に記載の「大規模買付意向表明書」をご提出いただいた場合には、大規模買付者には、以下の手順

に従い、当社に対して大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために

必要且つ十分な日本語で記載された情報（以下「大規模買付情報」といいます。）を提供していただきます。

　まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出していただいた日から10営業日（注9）

（初日不算入とします。）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「大規模買付情報リスト」を上

記(b)(ⅰ)⑤に記載の国内連絡先宛に発送し、且つ、株主の皆様に開示いたしますので、大規模買付者には、かか

る大規模買付情報リストに従って十分な情報を当社に提供していただきます。

　また、上記の大規模買付情報リストに従い大規模買付者から提供していただいた情報では、当該大規模買付行

為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分である

と当社取締役会が客観的合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買付者

から提供していただきます。

　なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として大規模買付

情報リストの一部に含まれるものとします。

①　大規模買付者及びそのグループの詳細（その名称、沿革、資本金の額又は出資金の額、発行済株式の総数、

代表者、役員及び社員その他構成員の氏名、職歴及び所有株式の数その他の会社等の状況、並びに直近２事

業年度の財政状態、経営成績その他の経理の状況、並びに、大規模買付者のグループの関係（資本関係、取

引関係、役職員の兼任その他の人的関係、契約関係、及びこれらの関係の沿革を含みますが、これらに限ら

れません。）の概略を含みます。）

②　大規模買付行為の目的（大規模買付意向表明書において開示していただいた目的の具体的内容）、方法

及び内容（大規模買付行為の適法性に関する意見を含みます。）

③　買付対価の種類及び金額（有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の発行者の状況並びに当

該有価証券等の種類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種類、交

換比率及び金銭の額を記載していただきます。）、並びに当該金額の算定の基礎及び経緯（算定の基礎に

ついては、算定根拠を具体的に記載し、当該金額が時価と異なる場合や大規模買付者が最近行った取引の

価格と異なる場合には、その差額の内容も記載していただきます。また、株券等の種類に応じた買付価格の

価額の差について、換算の考え方等の内容も具体的に記載していただきます。算定の経緯については、算定

の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決

定するに至った経緯を具体的に記載していただきます。）

④　大規模買付行為に要する資金の調達状況、及び当該資金の調達先の概要（預金の場合は、預金の種類別の

残高、借入金の場合は、借入金の額、借入先の業種等、借入契約の内容、その他の資金調達方法による場合

は、その内容、調達金額、調達先の業種等を含みます。）

⑤　大規模買付者グループによる当社の株券等の過去の全ての取得時期及び当該時期毎の取得数・取得価

額、並びに、当社の株券等の過去の全ての売却時期及び当該時期毎の売却数・売却価額

⑥　大規模買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し契約、売買の予約その他

の重要な契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相

手方、契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

⑦　大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関する担保契約等の締結その他

の第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している担保契約等その他の第三者との間の合意の種

類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等その他の第三者との間の合

意の具体的内容

⑧　支配権取得又は経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の完了後に企図する

当社及び当社グループの支配権取得又は経営参加の方法、並びに支配権取得後の経営方針又は経営参加後

の計画及び議決権の行使方針。当社と同種事業を目的とする会社その他の法人（日本以外の国におけるも

のも含みます。）に対する過去の投資・経営・業務関与経験の有無及びその内容・実績等。組織再編、企業

集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の

変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社及び当社グループの経営方針に対して重大な変更

を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性

⑨　純投資又は政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の後の株券等の保有方針、

売買方針及び議決権の行使方針、並びにそれらの理由

　　長期的な資本提携を目的とする政策投資として大規模買付行為を行う場合には、その必要性

⑩　重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合、又は大規模買付行為の後に重要提案行

為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等の目的、内容、必要性及び時期、並びにいかなる場

合において当該重要提案行為等を行うかに関する情報

⑪　大規模買付行為の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理由及びその内容

⑫　大規模買付行為の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、その旨及び理由

⑬　大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（大規模買付情報提出日以降に当社の株券等

の買付を共同して行う旨の契約その他の合意又は取決めを含みます。）が存在する場合には、その目的及
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び内容並びに当該第三者の概要

⑭　当社の従業員、取引先、顧客、地域社会、その他の当社の利害関係者との関係を大規模買付行為の完了後に

変更する予定がある場合には、その具体的内容

　　なお、当社は、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供された情報が株主の皆様の

ご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を株主の皆様に開

示いたします。

　　また、当社は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会において合理的に判

断されるときには、その旨を大規模買付者に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するととも

に、速やかにその旨を開示いたします。

（d）取締役会評価期間の設定等

　当社は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、対価を金銭（円貨）のみ

とし当社の株券等の全てを対象とする公開買付けによる大規模買付行為の場合には60日間、その他の大規模買

付行為の場合には90日間（いずれの場合も初日不算入とします。）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意

見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

　なお、独立委員会が取締役会評価期間内に下記(3)(b)(ⅱ)記載の勧告を行うに至らないこと等の理由により、

当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない

事情がある場合には、当社取締役会は、独立委員会の決議に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30

日間（初日不算入とします。）延長することができるものとします。

　当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合には、当該決議された具体的期間及びその具体的期

間が必要とされる理由を適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。

　大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始することができるもの

とします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間中に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、提供された大規

模買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、

大規模買付者に通知するとともに、適時且つ適切に株主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、大規模

買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として株主の皆様

に代替案を提示することもあります。

（2）大規模買付行為がなされた場合における対応方針

（a）対抗措置発動の条件

（ⅰ）大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行う場合

　大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行い又は行おうとする場合には、その具

体的な条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、当該大規模買付行為を当社の企業価値ひいては株

主共同利益を著しく損なう買収行為とみなし、当社の企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上さ

せるために必要且つ相当な対抗措置を講じることといたします。

（ⅱ）大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う場合

　大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行おうとする場合には、当社取締

役会が仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への

説明等を行う可能性は排除しないものの、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じませ

ん。大規模買付行為の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大規模買付行為に関する大規模買

付情報及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。

　但し、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行おうとする場合であって

も、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業

価値ひいては株主共同利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会は、当社の企

業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させるために、必要且つ相当な対抗措置を講じることがあ

ります。具体的には、別紙２に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合又は該当すると客観的

合理的に疑われる事情が存する場合には、原則として、当該大規模買付行為は当社の企業価値ひいては株

主共同利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するものと考えます。

（b）対抗措置の内容

　本プランにおける対抗措置としては、原則として、当社取締役会の決議に基づき、概要を別紙３に記載する新

株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行います。また、会社法その他の法令及び当社

の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が

用いられることもあります。

（3）本プランの合理性及び公正性を担保するための制度及び手続

（a）本プランの導入等に関する株主の皆様のご意思の確認と有効期間、継続及び廃止

（ⅰ）株主の皆様のご意思の確認

　本プランを導入するに際しては、株主の皆様のご意思を反映することが望ましいということはいうまで

もありません。そのため、当社は、本定時株主総会出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て可決さ
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れることを条件として、本プランを導入することを決定いたしました。従いまして、過半数のご賛同が得ら

れない場合には、本プランは導入されません。

（ⅱ）有効期間、継続及び廃止

　本プランの有効期間は、平成28年６月に開催予定の当社第52期定時株主総会の終結時までの３年間とし、

以降、本プランの継続（一部修正した上での継続も含む）について３年ごとに株主総会の承認を得ること

とします。

　なお、かかる有効期間の満了前であっても①当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認

された場合又は②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはそ

の時点で廃止されるものとします。

　また、本プランについては、平成26年、27年に開催される当社定時株主総会の終結後最初に開催される取

締役会において、その継続、廃止又は変更の是非につき検討の上、その継続、廃止又は変更について決定し

ます。

　当社取締役会は、基本方針又は株主総会での承認の趣旨の範囲内、関連法令、上場証券取引所が定める上

場制度等の変更、若しくはこれらの解釈、運用の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを

変更する場合があります。

　さらに、当社は、定款で取締役の任期が1年となっており、定時株主総会終結時に当社取締役全員が任期満

了となりますので、取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じて本プランの有効期間の満了前であっ

ても、いつでも廃止することができることになり、本プランに関する株主の皆様のご意思が確認されます。

　また、当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及びその他当社取締役

会が適切と認める事項について、適用ある法令及び証券取引所規則に従って速やかに情報開示を行いま

す。

（b）独立委員会の設置及び諮問等の手続

（ⅰ）独立委員会の設置

　大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に

当社の企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させるために必要且つ相当と考えられる一定の

対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び

公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置することとし

ます。

（独立委員会規程の概要につきましては、別紙４をご参照ください）

　独立委員会の委員は３名以上とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投

資銀行業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役として経験のある社外者等の中から選任され

るものとします。本プラン導入時の独立委員会の委員には、今村元氏、堀仁志氏及び田中清隆氏の合計３名

が就任する予定です。なお、各委員の略歴は、別紙５「独立委員会委員の略歴」に記載のとおりです。

（ⅱ）対抗措置の発動の手続

　当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性及び公正性を担保するため

に、以下の手続を経ることとします。

　まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮

問し、独立委員会はこの諮問に基づき必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対し

て対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に

際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとします。

　なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問の他、大規模買付者の提供する大規模買付情報に基

づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該大規模買付者及び当該大規模買付行為の具体的

内容並びに当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同利益に与える影響等を評価・検討等

した上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。

（ⅲ）発動した対抗措置の中止又は撤回

　当社取締役会が上記（ⅱ）に記載の手続に従って対抗措置を発動した場合であっても、①大規模買付者

が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合、又は、②対抗措置を発動するか否かの判断の前提となっ

た事実関係等に変動が生じ、且つ、当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保又は向上という観点から

発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、当

該対抗措置の維持の是非について、上記状況に至った具体的事情を提示した上で、改めて独立委員会に諮

問するとともに、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止又は撤回を検討

するものとします。

　独立委員会は、当該諮問に基づき必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該対抗措置の維持の是

非について検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの

判断に際し、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

　上記独立委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保又

は向上という観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役会
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は発動した対抗措置を中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたします。

　なお、対抗措置として、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、本新株予約権無償割当ての基準日に

係る権利落ち日（以下「本権利落ち日」といいます。）の前々営業日までであれば本新株予約権の無償割

当てを中止しますが、本権利落ち日よりも前に、本新株予約権無償割当てが実施され当社の株式１株当た

りの経済的価値の希釈化が生じることを信頼して当社の株式の売買を行われた一般投資家の皆様が株価

の変動により損害を被らないよう、本権利落ち日の前営業日以降は、本新株予約権無償割当ては中止され

ないものとします。

　但し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおい

ては本新株予約権を無償にて取得する場合があります（この場合には、下記4.（2）のとおり、当社の株式

１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提として当社株式の売買を行った株主の皆様が株価

の変動により損害を被る可能性があります。）。

（ⅳ）独立委員会に対する任意の諮問

　当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として必要且つ十分であるかにつ

いて疑義がある場合、その他当社取締役会が必要と認める場合には、上記の対抗措置の発動の是非及び発

動した対抗措置の維持の是非以外についても、任意に独立委員会に対して諮問することができるものと

し、かかる諮問がなされたときは、独立委員会は必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に

係る事項につき検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告

についても最大限尊重するものとします。

３．本プランの合理性について

（1）株主意思を重視するものであること

　当社は、本プランについての株主の皆様のご意見を反映するため、本定時株主総会において出席株主の皆様の議

決権の過半数のご賛同を得て可決されることを条件として本プランを導入いたします。

　また、上記2.(3)(a)(ⅱ)に記載のとおり、本プランの有効期間は、平成28年に開催される当社定時株主総会の終

結時まででありますが、その有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の議

案が行われた場合又は②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはそ

の時点で廃止とするものであり、株主の皆様のご意見が十分反映される仕組みとなっています。
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（2）デッドハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止できるものとされて

おります。従いまして、本プランはデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させても、なお

発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

（3）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事

前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しています。

　また、当社取締役会が大規模買付者に対して提供を求める情報を合理的に決定する旨を明示し、当社取締役会が

対抗措置を発動することができる場合につき、当該大規模買付行為が一定の類型に形式的に該当するだけでは足

りず、それによって、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと明白に認められることが必要であ

る旨を明示する等、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。

　さらに、本プランは、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。

（4）当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保又は向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、上記1に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させることを目的

として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事

前提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために導入されるものです。

（5）合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定

　本プランは、上記2.(2)(a)に記載のとおり、合理的且つ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動さ

れないように設定されており、また一定の対抗措置を講じるか否かについての取締役会の判断をはじめ本プラン

の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置するなど、当社

取締役会による恣意的な本プランの運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。　

４．株主・投資家の皆様に与える影響

（1）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。従いまして、本プランがその導入時に

株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与える

ことはありません。

（2）本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、原則に従い本新株予約権の無償割当ての実施に関する決議を行った

場合には、割当期日（別紙３第１項において定義されます。以下同じです。）における最終の株主名簿に記録され

た株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個の割合で、別途定められる効力発生日において、本新株予

約権が無償にて割り当てられます。

　このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても株主及び投資家の皆様が保有する当

社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生

じず、また当社の株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の

株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　なお、対抗措置として当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.

(3)(b)(ⅲ)に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は撤回を決定した場合には、株主及

び投資家の皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化も生じないことになるため、当社の株式

１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により不

測の損害を被る可能性がありますので、この点ご留意ください。

　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、大規模買

付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び

投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えること

は想定しておりません。

（3）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株主の皆様に必要となる

手続

　対抗措置として、当社取締役会において、新株予約権無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は新

株予約権無償割当てに係る割当基準日を公告いたします。

　また割当基準日における当社の最終株主名簿に記載、又は記録された株主の皆様に新株予約権が無償で割り当

てられます。

　なお、割当ての方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきましては、対抗措置に関する当社取締

役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

５．その他

　当社取締役会においては、今後の司法判断の動向及び証券取引所その他の公的機関の対応等、並びに、会社法、金融

商品取引法又は各証券取引所の上場規則等の改正、その他の法令等の制定改廃にも引き続き注視して、当社の企業
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価値ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるとの観点から、必要に応じて本対応方針の見直し、又は本対

応方針に代わる別途の防衛策の導入を含め、適切な措置を適宜講じてまいる所存です。

以上

(注 1)　金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します（なお、証券が発行されていない株式その

他の権利も含まれます。）。以下別段の定めがない限り同じです。なお、会社法、金融商品取引法及びそれらに関

する規則、政令、内閣府令及び省令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みま

す。）があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用するこれらの法令等の各条項及び用語は、

当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項及び用語を実質的に継承する法

令等の各条項及び用語に読み替えられるものとします。

(注 2)　金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者を意味し、同条第３項の規定に基づき保有者に含まれる

者を含みます。以下別段の定めがない限り同じです。

(注 3)　金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合を意味します。以下別段の定めがない限り同じ

です。

なお、各株券等保有割合の算出にあたっては、発行済株式の総数（同項に規定する発行済株式の総数をいい

ます。以下別段の定めがない限り同じです。）は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書

のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

(注 4)　金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します（なお、証券が発行されていない株式その

他の権利も含まれます。）。以下②において同じです。

(注 5)　金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の定めがない限り同じです。

(注 6)　金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合を意味します。以下別段の定めがない限り同じ

です。

なお、各株券等所有割合の算出にあたっては、総議決権の数（同項に規定する総議決権の数をいいます。以下

別段の定めがない限り同じです。）は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近

に提出されたものを参照することができるものとします。

(注 7)　金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者を意味します。但し、同項第１号に掲げる者について

は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。

以下別段の定めがない限り同じです。

(注 8)　金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量保有の状

況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行為等を意味します。以下別段の定めがない限り同じで

す。

(注 9)　営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下別段の定め

がない限り同じです。
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（別紙１）

当社の株式の状況（平成25年３月31日現在）

１．発行可能株式総数： 93,500,000株

２．発行済株式の総数： 40,729,417株

３．大株主の状況

 

氏名又は名称
所有株式数

（千株）

持株比率

（％）

株式会社TAMURA 4,281 10.74

株式会社北陸銀行 1,927 4.84

サノフィ株式会社 1,897 4.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,710 4.29

ニプロ株式会社 1,321 3.31

田村友一 1,188 2.98

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,118 2.81

GOLDMAN,SACHS & CO.REG 1,094 2.75

CMBL S.A. RE MUTUAL FUNDS 902 2.26

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044665 1.67

（注）１．当社は、自己株式865,375株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

　　　２．持株比率は自己株式865,375株を控除して算出しております。
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（別紙２）

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型

　

（1） 大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券

等を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を行っている又は行おうとしている者（い

わゆるグリーンメイラー）であると判断される場合

（2） 当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企

業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該大規模買付者又はそのグループ会

社等に移転させる目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

（3） 当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該大規模買付者又はそのグループ会社

等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

（4） 当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証

券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一

時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的で当社の株券等の取得

を行っていると判断される場合

（5） 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の

条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無、実現可能性等を含みますがこれらに

限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合

（6） 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株券

等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付

け等の株券等の買付けを行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主

の皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

（7） 大規模買付者による支配権の取得により、当社の株主の皆様はもとより、顧客、従業員その他の利害関係者の利

益を含む当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の著しい毀損が予想される等、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合

（8） 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当

該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

（9） 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

（10）その他（1）～（9）に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断

される場合

以上
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（別紙３）

本新株予約権無償割当ての概要

　

1.　本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議（以下「本新株予約権無償割

当決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における

当社の最終の発行済みの普通株式の総数（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式の数を除きます。）

の同数とします。

2.　割当対象株主

当社取締役会が定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社の普通株式

（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式を除きます。）１株につき新株予約権１個の割合で無償で新

株予約権を割り当てます。

3.　本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当決議において、当社取締役会が別途定める日とします。

4.　本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数は

１株（以下「対象株式数」といいます。）とします。但し、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要

の調整を行うものとします。

5.　本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、払込みをなすべき額は１円以上で当社取締役会が定め

る額とします。

6.　本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

7.　本新株予約権の行使条件

①特定大規模保有者(注1)、②特定大規模保有者の共同保有者、③特定大規模買付者(注2)、④特定大規模買付者の

特別関係者、若しくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しく

は承継した者、又は、⑥これら①乃至⑤に該当する者の関連者(注3)（これらの者を総称して、以下「非適格者」と

いいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細につ

いては、本新株予約権無償割当決議において別途定めるものとします。

8.　当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権を取得し、その対価とし

て、本新株予約権と引替えに本新株予約権１個につき当該取得日時点における対象株式数の当社の普通株式を交付

することができるものとします。

なお、本新株予約権の取得条項の詳細については、本新株予約権無償割当決議において別途定めるものとします。

9.　対抗措置発動の中止等の場合の無償取得

当社取締役会が、発動した対抗措置の中止又は撤回を決議した場合、その他本新株予約権無償割当決議において

当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10. 本新株予約権の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しません。

11. 本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途

定めるものとします。

(注 1)「特定大規模保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20%以

上である者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券

等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その

他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

(注 2)「特定大規模買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味しま

す。）によって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。

以下本注において同じです。）の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所

有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株

券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者、又は、これに該当することと

なると当社取締役会が認める者をいいます。

　　　但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しな

いと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これ

に該当しないこととします。

(注 3)「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者（当社

取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会
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が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」

（会社法施行規則第３条第３項に規定されます。）をいいます。

以上
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（別紙４）

独立委員会規程の概要

　

1.　設　置

独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。

2.　構　成

(1)　独立委員会の委員は、３名以上とする。

構成員は、今村　元氏、堀　仁志氏、田中清隆氏の３名とする。

(2)　委員の選定にあたっては、当社の業務遂行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役、社外有識者

等から選任するものとする。

3.　役　割

独立委員会は、原則として取締役会から諮問のある事項について、勧告内容を決定し、その理由を付して取締役会

に助言・勧告するものとし、取締役会は当該勧告を最大限尊重して最終的な決定を行う。

なお、独立委員会の各委員は、その決定にあたっては、企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点か

らこれを行うこととし、専ら自ら又は当社取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

なお、独立委員会は、適切な判断を確保するため、必要かつ十分な情報収集に努めるものとし、必要な場合は独立

した第三者(ファィナンシャル・アドバイザー、証券会社、投資銀行、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外

部の専門家等)の専門的な助言を求めることができるものとし、その費用負担は当社が行うものとする。

4.　決議要件

独立委員会の決議は、原則として独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。ただ

し、委員に事故があるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席しその過半数をもってこれ

を行う。

以上
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（別紙５）

独立委員会委員の略歴

　

今村 元（いまむら はじめ）

（略 歴）

昭和30年11月19日生

昭和59年４月　富山県弁護士会登録（現）

平成６年２月　当社監査役就任（現）

平成10年１月　今村法律事務所設立

　　　　　　　同事務所代表就任（現）

（会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。）

　

　

　

堀 仁志（ほり ひとし）

（略 歴）

昭和28年７月27日生

昭和57年８月　公認会計士登録（現）

昭和60年９月　税理士登録（現）

平成14年８月　堀税理士法人設立

　　　　　　　同法人代表社員就任（現）

平成17年２月　当社監査役就任（現）

(会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。）

　

　

　

田中 清隆（たなか きよたか）

（略 歴）

昭和20年３月18日生

昭和51年３月　税理士登録（現）

平成15年９月　堀税理士法人代表社員就任（現）

　

以上

　

(3) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　なお、研究開発費の金額は、８億28百万円（対売上高比率3.4％）であります。

EDINET提出書類

日医工株式会社(E00963)

四半期報告書

18/32



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 93,500,000

計 93,500,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 40,729,417
          

40,729,417

東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株

であります。

計 40,729,417
          

40,729,417
－ －

（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成25年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく中期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オ

プションであります。

　第１回中期新株予約権（株式報酬型）

 決議年月日 平成25年５月14日

新株予約権の数（個） 2,033（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,330（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1（注）３

新株予約権の行使期間
平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格     2,142（注）４

資本組入額   1,071

新株予約権の行使の条件

１．第６次中期経営計画の最終年度にあたる平

成28年３月期において、売上高、営業利益、経

常利益、当期純利益の４項目について２項目

以上公表値（当初計画値と修正値のいずれ

か）を上回った場合に、平成28年７月１日か

ら平成28年９月30日の行使期間内で権利行使

できるものとします。

２．新株予約権者が死亡した場合、新株予約権

が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者

または一親等の親族の１名（以下「相続承継

人」といいます。）のみに帰属した場合に限

り、相続承継人は新株予約権を行使すること

ができるものとします。

３．その他の行使の条件については、当社と新

株予約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社

の取締役会の承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
（注）５
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（注）１．　新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は10株とします。

２．　新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式分割または株

式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、

これを切り捨てるものとします。

　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

　　　また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じ

て付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとし

ます。

３．　新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じ

た金額とします。

４．　「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割

当日における新株予約権の公正価額（１株当たり2,141円）と新株予約権の行使時の払込額（１株当た

り１円）を合算しております。

５．　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日

に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式

会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。

ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に

おいて別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 40,729,417 － 13,557,728 － 12,093,471

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日である平成25年３月31日の株主名簿により記載しております。

　①【発行済株式】

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）　

普通株式    865,300
－ －

（相互保有株式）　

普通株式     11,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 39,829,300 398,293 －

単元未満株式 普通株式     23,817 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 40,729,417 － －

総株主の議決権 － 398,293 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権30個）

含まれております。

　　　　２．従持信託が所有する当社株式239,000株（議決権の数2,390個）につきましては、完全議決権株式（その他）に含

めて表示しております。

３．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が75株含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）　

日医工株式会社　

富山県富山市総曲輪

一丁目６番21
865,300　－ 865,300 2.12

（相互保有株式）　

株式会社日医工オオサカ

大阪府東大阪市若江

北町一丁目15番28号
10,000 　1,000 11,000 0.03

計 － 875,300 　1,000 876,300 2.15

（注）１．当第１四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は865,435株であります。また、この他に当第１四半期

連結財務諸表において、自己株式として処理している従持信託が所有する当社株式が227,600株あります。

　　　２．株式会社日医工オオサカは、当社の取引先会社で構成される持株会（日医工取引先持株会　富山県富山市総曲輪

一丁目６番21）に加入しており、同持株会名義で当社株式1,150株を所有しております。　

　

２【役員の状況】

       該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,309,006 4,644,963

受取手形及び売掛金 ※3
 26,384,059

※3
 26,373,029

商品及び製品 18,164,680 19,079,076

仕掛品 4,270,429 4,167,433

原材料及び貯蔵品 5,695,879 6,552,403

その他 2,610,825 1,985,467

貸倒引当金 △71,900 △69,750

流動資産合計 62,362,981 62,732,625

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 15,053,317

※1
 14,822,975

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 7,558,193

※1
 7,707,927

土地 4,306,638 4,309,967

建設仮勘定 438,740 56,015

その他（純額） ※1
 3,055,406

※1
 3,009,021

有形固定資産合計 30,412,296 29,905,907

無形固定資産

のれん 1,514,017 1,455,565

その他 2,856,545 2,655,357

無形固定資産合計 4,370,563 4,110,922

投資その他の資産

投資有価証券 4,202,854 5,362,847

その他 1,836,443 1,741,091

貸倒引当金 △264,000 △175,000

投資その他の資産合計 5,775,297 6,928,939

固定資産合計 40,558,157 40,945,769

資産合計 102,921,138 103,678,394
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 22,298,278

※3
 19,201,626

電子記録債務 － 2,336,641

短期借入金 4,070,000 5,320,000

1年内返済予定の長期借入金 2,815,872 2,920,786

未払法人税等 2,216,349 743,972

返品調整引当金 77,200 96,410

賞与引当金 536,449 143,563

その他 ※3
 6,868,929

※3
 6,240,894

流動負債合計 38,883,079 37,003,893

固定負債

長期借入金 9,497,198 10,929,724

退職給付引当金 3,192,130 3,180,833

資産除去債務 55,031 55,243

その他 2,483,653 2,453,355

固定負債合計 15,228,013 16,619,156

負債合計 54,111,093 53,623,050

純資産の部

株主資本

資本金 13,557,728 13,557,728

資本剰余金 12,274,220 12,274,980

利益剰余金 24,428,257 25,369,460

自己株式 △1,904,184 △1,879,404

自己株式申込証拠金 － 2

株主資本合計 48,356,022 49,322,768

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113,357 61,256

土地再評価差額金 297,710 297,710

為替換算調整勘定 － 329,477

その他の包括利益累計額合計 411,067 688,443

新株予約権 42,955 44,132

純資産合計 48,810,045 50,055,344

負債純資産合計 102,921,138 103,678,394
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 23,140,868 24,587,883

売上原価 14,134,871 15,066,655

売上総利益 9,005,996 9,521,227

返品調整引当金繰入額 5,170 19,210

差引売上総利益 9,000,826 9,502,017

販売費及び一般管理費 6,890,666 7,288,864

営業利益 2,110,160 2,213,153

営業外収益

受取利息 4,667 3,842

受取配当金 17,715 14,214

負ののれん償却額 3,105 －

共同開発費用分担金 120,418 －

助成金収入 － 60,000

その他 43,434 81,537

営業外収益合計 189,342 159,595

営業外費用

支払利息 43,882 32,818

支払手数料 9,020 10,060

売上債権売却損 25,465 22,630

持分法による投資損失 － 34,618

その他 31,079 9,510

営業外費用合計 109,448 109,638

経常利益 2,190,053 2,263,110

特別利益

固定資産売却益 171 9

特別利益合計 171 9

特別損失

固定資産処分損 8,147 187

減損損失 － 310,122

投資有価証券評価損 57,046 －

その他 365 －

特別損失合計 65,559 310,309

税金等調整前四半期純利益 2,124,666 1,952,810

法人税等 849,131 719,250

少数株主損益調整前四半期純利益 1,275,534 1,233,560

四半期純利益 1,275,534 1,233,560
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,275,534 1,233,560

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,479 10,985

持分法適用会社に対する持分相当額 － 88,330

その他の包括利益合計 △21,479 99,316

四半期包括利益 1,254,054 1,332,876

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,254,054 1,332,876

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、株式会社イーエムアイ（非連結子会社）、アクティブファーマ株式会社（関連会

社）、日医工サノフィ株式会社（関連会社）、Aprogen Inc.（関連会社）を持分法適用の範囲に含めております。　

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人

税等調整額は法人税等に含めて表示しております。　

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

 23,731,513千円 24,778,891千円

　　

２　保証債務

　　連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。　

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

アクティブファーマ㈱ 512,050千円 512,050千円

 

※３　四半期連結会計期間末日満期手形　

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。　

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 587,862千円 497,067千円

支払手形 94,673 792,992

流動負債その他（営業外支払手形） 10,468 3,782

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額及び負のの

れんの償却額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 1,124,971千円 1,382,460千円

のれんの償却額 44,929 58,452

負ののれんの償却額 △3,105 －
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資　
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月22日

定時株主総会
普通株式 (注) 432,434　利益剰余金 　10.70平成24年３月31日平成24年６月25日

（注） 配当金の総額は、従持信託が保有する当社株式331,000株に対する配当金3,541千円を含めて記載しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資　
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月21日

定時株主総会
普通株式 (注) 637,824　利益剰余金 　16.00平成25年３月31日平成25年６月24日

（注） 配当金の総額は、従持信託が保有する当社株式239,000株に対する配当金3,824千円及び連結子会社が所有する自

己株式（当社株式）に対する配当金176千円を含めて記載しております。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　当社及び連結子会社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　当社及び連結子会社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 31円56銭 30円95銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 1,275,534 1,233,560

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,275,534 1,233,560

普通株式の期中平均株式数（株） 40,414,407 39,852,913

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
－ 30円93銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 27,158

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ 平成25年５月14日取締役会決議

ストック・オプション（新株予

約権）普通株式　20,330株

　（注）１．普通株式の期中平均株式数には従持信託が保有する自己株式が含まれております。

２．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月12日

日医工株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　幸造　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　嗣平　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 膳亀　聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日医工株式会社の

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成25

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日医工株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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